
第8次大阪府医療計画取組み状況
（多様な精神疾患等への対応）
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開催日 主な議題

豊能 R７.1.21（火）
（１）「身体合併症における病病・病診連携」について
（２）「アルコール健康障がいにおける病病・病診連携」について

三島 R６.12.20（金）

（１）第８次大阪府医療計画について
（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムjの構築について

①都道府県・地域連携拠点医療機関について情報提供
②夜間・休日 精神科合併症支援システムについて
③高槻市保健所・大阪府茨木保健所の取組みについて

（３）アルコール健康障がいにおける病病・病診連携について
①アルコール健康障がい対策について
②保健所の相談及び専門医療機関の現状について

北河内 R７.1.21（火）
（１）第８次大阪府医療計画について
（２）アルコール健康障がいにおける病病・病診連携について

中河内 R６.12.18（水）
（１）中河内二次医療圏における精神医療の現状及び地域の課題について
（２）中河内二次医療圏における病病・病診連携について

南河内 R７.1.30（木）

（１）報告事項
①第８次大阪府医療計画（精神疾患）について
②大阪府におけるアルコール健康障がい対策について
③アルコール健康障がいに関する保健所の相談対応状況
④アルコール健康障がいに関するアンケートの結果について

（２）意見交換
①アルコール健康障がいにおける医療機関等の連携について
②アルコール健康障がいに関する支援において感じていることや工夫当について

堺市
（部会） R６.12.16（木）

（１）第８次大阪府医療計画について
（２）精神疾患医療の取組状況について
（３）本市の依存症対策について

泉州 R７.１.14（火）
（１）第８次大阪府医療計画（精神疾患分野）について
（２）アルコール健康障がいにおける病病・病診連携について

大阪市 R６.12.５（木）

（１）多様な精神疾患の対応について
①依存症対策の状況について ②認知症施策の現状について

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築について
①精神科救急医療の現状について ②地域移行推進事業について

（３）アルコール健康障がい対策について
（４）その他 自殺対策の現状について

令和６年度 精神医療懇話会（部会）開催状況①各圏域における精神医療懇話会の開催状況について
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令和６年度 精神医療懇話会（部会）開催状況①

令和６年度の精神医療懇話会の議題として、
地域の課題の協議の他、
共通テーマ「アルコール健康障がいにおける病病・病診連携について」を設定し、各医療圏ごとに懇話会を開催

◆各圏域毎に、
連携拠点医療機関等への聞き取りやアンケートを実施
総合病院等へのアルコール健康障がいアンケート調査等を実施
委員へのアルコール健康障がい対策について事前インタビュー実施

懇話会での意見について

各圏域における精神医療懇話会の開催状況について

・二次医療圏ごとの医療機関関係者等による協議の場である精神医療懇話会において、医療機能情報の活用、連携体
制の構築を図ります。

多様な精神疾患等への対応

医療機関の明確化、
医療機関の連携推進

・アルコール依存症・うつ病・てんかん・高次脳機能障がい・摂食障がい・認知症など身体科との連携の必要が高い
疾患が多くあることから、身体科における精神疾患への理解促進、連携体制の推進を図ります。

多様な精神疾患に対応
できる医療体制の整備

・AUDITや簡易介入マニュアルについて知らない医療機関も多いので、一般医療機関にもっと周知できるとよい。
・内科疾患の末期になってから依存症治療を行うよりも、もっと軽症の時から依存症に関して関わる必要がある。
・一般医療機関での診療の際に、依存症が背景にあるかもしれないという視点をもつことが大切。
・一般医療機関から専門医療機関へのつなげるには専門職（ケースワーカー等）の顔の見える関係が大切。
・一般医療機関から専門治療へつなぐようにしているが、本人が拒否的つながらない時に家族だけでも保健所へつなげる
ことができるとよい。
・高齢、単身（独居）の方のアルコールの問題へ関わりは難しいので、地域としてどうするか考えれるとよい。
・一般科と精神科の一方が関わるのではなくそれぞれの役割で協力しながら関わることができるとよい。
・地域の支援者は、飲んだか飲まないか（飲酒の問題）に焦点をあてるのではなく、生活を支える立場で本人の本音に寄
り添い関わることを意識して関わっている。

＜課題として＞
・AUDITについて周知が十分でない
・本人の依存症治療への拒否（否認）があるためつなげるこ
とが困難。

・相談先、つなぎ先がわからない
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大阪府子どもの心の診療機関ネットワーク事業

■事業内容 これまでの実績

ⅰ
地域の医療機関から相談を受けた様々な子どもの心
の問題、児童虐待や発達障がいの症例に対する診療
支援

◆医療機関からの紹介による困難事例等の診療
◆一時保護所への巡回指導
◆カンファレンスへ出席し助言等を行うⅱ

地域の保健福祉関係機関等から相談を受けた様々な
子どもの心の問題、児童虐待や発達障がいの症例に
対する医学的支援

ⅲ 問題行動事例の発生時における医師等の派遣

ⅳ 地域の保健福祉関係機関等との連携会議の開催
◆子どもの心の診療を行っている医療機関の連携を目
的とした交流会

ⅴ 医師及び関係専門職に対する実地研修等の実施
◆研修会、症例検討、ワークショップなどの開催
◆病棟見学会を兼ねた研修会、症例検討の開催ⅵ

地域の医療機関及び保健福祉関係機関等の職員に対
する講習会等の開催

ⅶ ホームページ等による適切な情報を提供、普及啓発
◆子どもの心の診療拠点マップへの参画
◆病棟紹介DVDの作成、PRなど

ⅷ 先進事例等の情報を幅広く収集する等の連携を図る
◆中央拠点病院が開催する子どもの心の診療拠点ネッ
トワーク事業に参画し、積極的に発表や報告を行うな
どしている。

■目的

様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや
発達障がいに対応するため、子どもの心の診療拠点
病院を中核とし、地域の医療機関並びに子ども家庭
センター、保健所、市町村保健センター、発達障害
者支援センター、児童福祉施設及び教育機関等と連
携した支援体制の構築を図っています。

■大阪府子どもの心の診療拠点病院

大阪精神医療センター(枚方市)
［平成23年４月より］

R5年度初開催
オンラインで
情報提供や
意見交換

学校関係者、保健
福祉の関係機関を

対象
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大阪府以外にも
群馬県、東京都、
神奈川県、石川県、
静岡県、兵庫県、
鳥取県、島根県、
高知県、福岡県、
沖縄県が参画して
います。
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大阪府てんかん地域診療連携体制整備事業

■事業内容 これまでの実績

ⅰ
てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援
及び治療

◆Webサイトの設置
（情報集約・発信の拠点づくり）
◆てんかん診療施設マップの運営
◆てんかん診療支援コーディネーターの配置
◆てんかん治療を行っている医療機関の連携を
目的とした交流会

ⅱ 管内の医療機関等への助言・指導

ⅲ
関係機関（精神保健福祉センター、医療機関、保健所、市
町村、福祉事務所、公共職業安定所等）との連携

ⅳ
①医療従事者に対する研修、
②関係機関職員、てんかん患者及びその家族等に
対する研修

◆医療従事者に対する研修
◆医療従事者に対する動画コンテンツ作成
◆患者及びその家族等に対する研修

ⅴ てんかん患者及びその家族への普及啓発

ⅵ 協議会の運営（1～2回/年）

◆てんかん治療医療連携協議会の開催
◆協議会委員において、情報共有

ⅶ
協議会で定める指標に必要な数値等の集計
・整理

ⅷ その他てんかん対策に必要な事項

■目的

府内の専門治療機関のうち、1ヶ所を「てんかん診療拠点
機関」として指定し、専門的な相談支援、他の医療機関、
自治体等や患者の家族との連携・調整を図るほか、治療や
相談支援等に携わる関係機関の医師等に対し、てんかんに
ついての助言・指導や普及啓発活動を実施し、てんかんに
ついての知見を集積する。

■大阪府てんかん診療拠点機関の指定

大阪大学医学部附属病院(吹田市)
［指定日：令和元年７月８日］

R5年度初開催
医師グループと

コメディカルグループ
に分かれて意見交換

交流会で出た意見に
ついて協議
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クリックすると
地図が表示されます
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大阪府妊産婦こころの相談センター事業について

■目的

産前・産後は、うつ病や精神病にり患する可
能性がある精神的に不安定な時期であり、10～
20％が産後うつになるとされている。そのため
産前・産後のメンタルヘルス面でのサポート体
制を強化することで、妊産婦の自殺を防止する。

■拠点機関

大阪母子医療センター(和泉市)
［平成28年２月より］

■事業内容 これまでの実績

ⅰ
メンタルに不調を抱えている
妊産婦に対する相談支援 ◆拠点病院に専属職員（精神科医・看護師・保健

師・臨床心理士等）を配置し、メンタルに不調を
抱えている妊産婦およびその家族等に対する、ワ
ンストップ窓口として専門的な相談支援、関係機
関等への助言

◆継続支援が必要な妊産婦を、適切な機関（精神
科・心療内科・産婦人科医療機関、市町村の母子
保健担当、保健所、子ども家庭センター、市町村
福祉窓口等）につなぎ、連携支援

ⅱ
関係機関からの相談に対する
助言

ⅲ
関係機関（保健所、市町村、市
町村等）との連携

ⅳ 地域の支援体制の構築
◆市町村ごとに実施する事例検討会に精神科医及び
産婦人科医等を派遣

◆事例検討を通じた、地域の課題共有・連携強化

◆ネットワーク構築・連携会議
◆支援が必要な妊産婦を地域医療機
関受診につなぐためのコーディ
ネート業務

◆研修・事例検討会等

産科・精神科の連携及び、医療・
保健・福祉の連携の更なる推進

妊産婦こころネット
（妊産婦のメンタルヘルスに関する

ネットワーク構築事業）
＊母子医療Cへ委託

令和６年度から
事業開始

8


